
懇親会ご出席の方には、 
ホテルより駐車割引券が発行されます。 
当事務所受付案内へお申し出下さい。 

懇親会ご出席の方には、 
ホテルより駐車割引券が発行されます。 
当事務所受付案内へお申し出下さい。 

 

 

 

 

 
  

君 は 卒 業 で き ま せ ん ！ ！  

 

 
 

 

 
研修会・懇親会へのご案内 

 
１．日時・場所   

平成２８年８月２２日（月） 

ホテルクレメント徳島 

  研修会 ４階 クレメントホール西中 

懇親会 ３階 金扇（キンセン） 

          

 

 

２．研修会（ 14：30 ～ 17：45 ） 

① 『人事労務担当者が知っておくべき年金の話』     （ 14：30 ～ 15：30 ） 

講師  社会保険労務士・キャリアカウンセラー       貫場 恵子 氏 

② 『相続税贈与税の節税対策』             （ 15：45 ～ 16：30 ） 

講師  さくら税理士法人 代表社員 

公認会計士・税理士               竹内 洋一  

     ③ 『世界および日本の経済見通し』                      （ 16：45 ～ 17：45 ） 

講師  野村證券株式会社  

投資情報部課長          佐々木 敏彦 氏       

３．懇親会（ 18：00 ～ 20：00 ） 

※懇親会のみ参加費が必要となります。 

 

役職員一同、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。【要予約】 

 

 
 
 
 

 

当事務所では、８月１１日(木)から１５日(月)まで夏季休業とさせていただきます。 

何かとご不便をおかけする事と存じますが、何卒ご理解ご協力賜ります様お願い申し上げます。 

（竹内） 

２０１６年８月 No.1４０ 
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「体育の単位が取れていないから。」経済学部の窓口。凍りつく私。暗澹たる思い。親父の顔が目

に浮かぶ。ここで目が覚める。夢と気づいてホッとする。年に数回。この夢に悩まされる。体育の授

業。十字懸垂（つり輪）のテストに苦しんだ。それが原因らしい。 



 

中小企業が新たに取得した機械装置の固定資産税を３年間半額にする特例などを盛り込んだ中小企業等経営強化法が 7 月 1 日
に施行されました。固定資産税の設備投資減税は史上初で、平成３１年３月末までの期限付き措置となっています。 

施行日以後に国の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得した一定の機械装置が対象となりますが、機械装置の取得が施行
日以後であれば、特例の前提である経営力向上計画の申請は機械装置の取得後であっても構わないとのこと。また、計画申請を受
ける際は、「工業会等による証明書」が必要になります。 

 
軽減特例の対象となる機械装置とは、以下の要件を満たすものとされています。 
１） 販売開始から１０年以内のもの 
２） 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均１％以上向上するもの 
３） １６０万円以上の機会及び装置であること 
この生産性向上の要件は、設備メーカーを通じて、その設備を担当する工業会等による証明書発行を申請して取得した経営力向上

設備等の証明書で確認することとなります。 
 
なお、計画申請を機械装置の取得後に行った場合には、 
１） 機械装置の取得日から６０日以内に計画が受理される必要があること 
２） 機械装置の取得後、年末までに計画が認定されない場合は、減税期間が２年となること 
に留意する必要があります。 
 
工業会等が発行する証明書は申請から発行まで数日から２カ月程度かかり、主務大臣に申請する計画の認定に当たっては、受理

から認定までは最大３０日を要するとされていますので、十分余裕を持ったスケジュールで申請する必要があります。 
                                                                        （大寺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（徳永） 
 
 
 
 

 
 

1 個人事業税の納付（第１期分） 

納期限･･･８月中において各都道府県の条例で定める日 

2 個人の道府県民税及び市町村民税の納付（第２期分） 

納期限･･･８月中において市町村の条例で定める日 

3 ７月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

納期限･･･８月１０日 

4 ６月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・

（法人事業所税）・法人住民税＞  申告期限･･･８月３１日 

5 ３月、６月、９月、１２月決算法人・個人事業者の３月ごとの期間短縮に係る確

定申告＜消費税・地方消費税＞  申告期限･･･８月３１日 

 

6 法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消

費税＞  申告期限･･･８月３１日 

7 １２月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・

法人住民税＞（半期分）  申告期限･･･８月３１日 

8 消費税の年税額が 400 万円超の３月、９月、１２月決算法人・個人事業者の

３月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞  申告期限･･･８月３１日 

9 消費税の年税額が 4,800 万円超の５月、６月決算法人を除く法人・個人事業

者の１月ごとの中間申告（４月決算法人は２か月分）＜消費税・地方消費税

＞  申告期限･･･８月３１日 

10 個人事業者の２８年分の消費税・地方消費税の中間申告   

申告期限･･･８月３１日 

 介護休業開始時期 

支給率 平成２８年７月３１日まで 平成２８年８月１日以降 
 ４０％ ６７％ 

賃金日額の上限額 
３０歳以上４４歳までの 

上限額を適用 
４５歳以上５９歳までの 

上限額を適用 

1０日 一括有期事業開始届＜概算保険料160万円未満：請負金額18,000万
円未満の工事＞（労働基準監督署） 

 支給事由を同一にする被用者年金の受給権を有する基礎年金受給権者（誕生
月を迎える者）現況届 
旧国民年金（老齢・通老）受給権者（誕生月を迎える者）現況届 

３１日 健保・厚年の保険料納付（郵便局または銀行） 
健保印紙受払等報告書・雇保印紙保険料納付（使用）状況報告書提
出（年金事務所・公共職業安定所）  

８月の税務 

８月の社会保険労務 



 

◇◆◇ 医療法人が行う関係事業者との取引の内容に関する報告 ◇◆◇ 
 

医療法の一部改正により、医療法人はメディカルサービス（МS）法人を含む『関係事業者との取引に関する報告書』を毎年度都
道府県知事に提出することが義務付けられました。 

平成２９年４月２日以後に開始する会計年度から適用となります。 
 
対象となる関係事業者 
⑴ 当該医療法人の役員及びその近親者（配偶者又は二親等内の親族） 
⑵ 当該医療法人の役員又はその近親者が社員総会、評議員会、又は理事会（以下「総会等」）の構成員の過半数を占

めている法人 
⑶ 他の法人の役員が当該医療法人の総会等の構成員の過半数を占める場合の他の法人 
⑷ ⑶の法人の役員が他の法人（当該医療法人を除く）の総会等の構成員の過半数を占める場合の他の法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        （後藤） 
 

 
 

◇◆◇ 人に貸すと半額になる？ ◇◆◇ 

 

あるお客様から、「知人から『地代をもらって土地を貸すと評価額が半分になります。』と言われたのですが、本当ですか？」と聞かれ

ました。土地を貸している場合の相続税の評価額については、以下のようになります。 
 

①土地を法人などに貸しており法人などが建物を建てている場合 

 → 貸宅地となり、徳島なら半額（50％）の評価額となります。 

②土地の上に自分で賃貸アパートなどを建てて貸している場合 

→ 貸家建付地となり、徳島なら 85％の評価額となります。 

③土地にラインを引いて月極駐車場として他人に貸している場合 

→ 自用地となり、100％の評価額となります。 
 

このように、他人に貸していてもその形態により評価は大きく違います。評価について気になる方は、当事務所までご相談ください。 

 

（坂田） 
 

 

◇◆◇ 解体工事業の新設について ◇◆◇ 
 

平成２８年度建設業法の改正の一つに「解体工事業の新設」が追加されました。ただし、施行の際すでに「とび・土工工事業」の許
可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から３年間は、引き続き「とび・土工工事業」の許可
を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができますのでご留意ください。 

なお、施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けており、経過措置期間中に許可の更新を受けた業者は経過措置の対象に
なりますが、施行日以降に「とび・土工工事業」の許可（新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加）を受けた建設業者は経過措
置の対象になりません。この場合、解体工事を施工する際は、必ず、「解体工事業」の許可を受ける必要があります。 

 
（天羽） 
 

法人B(2)

個人C

 役員
総会等の構成員
の過半数を占め
いている

法人D(3)

医療法人

個人A(1)

法人E(4)

※ 

※ ※ 

※総会等の構成員の 
 過半数を占めている 

 



 
 

◇◆◇ 原価計算と管理会計について⑯ ～活動基準原価計算（ABC）③～ ◇◆◇ 
 

前回は、活動基準原価計算（ABC）の具体的な計算方法を解説しました。 

今回は、ABC の考え方を管理活動に反映した活動基準管理（activity based management､ABM）と、ABC の注意点を解説します。 
 
ABC が、製造間接費をより適切に製品に按分することを目的として開発されたのはすでに解説いたしましたが、ABC を利用すると製造

時に生じる様々な活動と、これらに紐づいた原価を把握することになります。 

この把握された情報から、無駄な活動や非効率な活動を把握して、是正することで企業の効率性を追求する活動が ABM です。ABM

は、企業の間接的な活動と原価を把握することができれば、製造業のみならず、サービス業にも応用することができるため、様々な企

業で利用されているようです。 
 
このように、ABCは原価計算だけではなく、ABMを通じて管理活動にも利用されているのですが、利用時には下記のような注意点がありま

す。 
 

１． 活動を細分化すればするほど正確な計算ができますが、あまり細分化すると原価の把握や計算が複雑になりすぎ、かえって 

非効率な結果になりかねません。同じような活動はある程度取りまとめて把握、管理していくことが望ましいと言えます。 

２． 活動とその原価を把握する場合に、正確な情報に基づかなければABCやABMはうまく機能しません。そのため、正確な情報把

握が必要です。 

３． ＡＢＣは、いわゆる制度上認められた原価計算ではありません。つまり、財務報告用の原価計算としては利用できない可能性

があります。したがって、ＡＢＣはあくまで原価管理用として帳簿外で利用するか、帳簿上で利用するのであれば、財務報告時

に制度上認められた原価計算に調整をしなければならない可能性があります。 

（孝志洋）  

 

◇◆◇ リスクコミュニケーション ◇◆◇ 
 

世の中のあらゆる事象には、利便性とともにリスクが含まれています。 

従って、そのリスクを回避するために、情報の所有者である行政や企業は、事象の持つ利便性とリスクを伝え、ともに対応を考える必要

があります。このように、事象の持つポジティブな側面だけではなく、ネガティブな側面についての情報、それもリスクはリスクとして公正に

伝え、関係者がともに考えることのできるコミュニケーションのことを リスクコミュニケーション といいます。 
 

リスクコミュニケーションは関係者の参加を発展させながら、リスクの理解とリスクへの対処の方法ついての双方向の交流を進めるこ

とでもあります。リスクコミュニケーションは、単に誰かがリスクについて教えたり、リスクが小さいことを説得したりすることではありません。リ

スクコミュニケーションでは、科学技術や政策といった話だけでなく、人々が漠然と感じている不安や行政や企業に対する不信感も重

要な情報となります。もちろん、その内容によって、人々の理解や安心感が高まることもありますが、時には、人々の不安が強まったりす

ることもあるでしょう。リスクコミュニケーションでは、どのような結果になるかではなく、意見交換の過程でどのような関係を作っていくかが

重視されます。 
 
リスク情報の流れを整理すると、次の 3 つの形態に分けられます。 

    (1)社内のリスクコミュニケーション 

    (2)外部の関係者とのリスクコミュニケーション 

    (3)消費者・顧客とのリスクコミュニケーション 
 

これらのリスクコミュニケーションは、平常時から心がけるべきコミュニケーションです。しかし、これらに加え、リコールや事故などのリス

クの発生時には、マスコミなどのメディアとのコミュニケーションの不備が 2 次リスクを発生させたり、損害を必要以上に拡大させることが

あります。マスコミなどのメディアは、企業の直接の利害関係者ではありませんが、社会の理解を得るための重要な関係者ととらえ、誠

実な対応が望まれます。従って、リスクコミュニケーションを効率的かつ効果的に進めるために、経営トップがリスクコミュニケーションを

理解し、基本方針と責任体制を確立し、戦略的に取り組むことが重要です。 

（さくらﾋﾞｼﾞﾈｽ） 
  

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 

 当文書に掲載された記事の無断での使用・転載・引用などは一切禁止しております。内容には万全を期していますがそ

の内容を保証するものではありません。万一、当文書の情報に基づいて損害を被った場合についても、一切責任を負

いかねます。また特定の商品を奨励または中傷するものではありません。 

さくら税理士法人 
さくら社会保険労務士法人 
㈱さくらビジネスサービス 
労働保険事務組合 徳島県労務能率協会 
〒770-0025 徳島市佐古五番町２番５号 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：http://www.skr39.co.jp/ 
Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  ：kimutake@js4.so-net.ne.jp  
TEL：０８８－６２５－２５５６ 
FAX：０８８－６５４－１１８１ 

 

さくら通信をご覧になって、ご意見ご感想がございましたら、 
お電話･FAX･ﾒｰﾙ等でご連絡下さい。  
                          
                          
                          
                       


